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西宮市

介護予防・日常生活支援総合事業
の報酬改定について

～ 令和6年4月1日改定 ～



基本報酬

＜改定前＞ ＜改定後＞

４３８単位 ⇒ ４４２単位
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介護予防ケアマネジメント

（Ⅰ） 週１回程度 ９４１単位 ⇒ ９４１単位

（Ⅱ） 週２回程度 １，８７９単位 ⇒ １，８７９単位

（Ⅲ） 週２回を超える程度 ２，９８２単位 ⇒ ２，９８２単位

予防専門型通所サービス
要支援１・事業対象者 １，６７２単位 ⇒ １，７９８単位

要支援２ ３，４２８単位 ⇒ ３，６２１単位

家事援助限定型
訪問サービス

予防専門型訪問サービス

（Ⅰ） 週１回程度 １，１７６単位 ⇒ １，１７６単位

（Ⅱ） 週２回程度 ２，３４９単位 ⇒ ２，３４９単位

（Ⅲ） 週２回を超える程度 ３，７２７単位 ⇒ ３，７２７単位



共通事項
（介護予防ケアマネジメント、予防専門型訪問サービス、

家事援助限定型訪問サービス、予防専門型通所サービス）
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○業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算する。ただし、令和７年３月31
日までの間、減算を適用しない（※）。

※予防専門型通所サービスについては、令和７年３月31日までの間、感染症の予
防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の
策定を行っている場合には、減算を適用しない。

・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない

場合

＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算

（新設）

業務継続計画未策定減算



共通事項
（介護予防ケアマネジメント、予防専門型訪問サービス、

家事援助限定型訪問サービス、予防専門型通所サービス）
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○虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられてい
ない場合に、基本報酬を減算する。

・虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又は
その再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実
施、担当者を定めること）が講じられていない場合

＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算

（新設）

高齢者虐待防止措置未実施減算



共通事項
（予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービス、

予防専門型通所サービス）

○介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベー
スアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み
合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

＜現行＞

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員等ベースアップ等支援加算
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介護職員処遇改善加算（R6.6.1～）

＜改定後＞

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

※Ⅴについては、令和7年3月31日まで

算定可。

⇒



○ 原則として介護予防支援、訪問介護、通所介護に

準じた改定となります。詳細は、介護給付費分科会や

集団指導の資料を確認してください。
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運営等基準の改定事項

共通事項
（介護予防ケアマネジメント、予防専門型訪問サービス、

家事援助限定型訪問サービス、予防専門型通所サービス）



○令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村
からの指定を受けて介護予防支援を実施（※）でき
るようになりました。

しかし、介護予防ケアマネジメントは従前どおり、
地域包括支援センター（包括から委託を受けた居
宅介護支援事業者を含む）しか実施できませんの
で、ご注意ください。
※ 指定居宅介護支援事業所が他市の要支援者を実施するためには、他市の介護予防支援の指
定を受ける必要がありますので該当市町村へお問い合わせください。
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介護予防ケアマネジメントの実施者

介護予防ケアマネジメント



○身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から

見直しを行う。

・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスのいずれも実施していること。

・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

＜現行＞ ＜改定後＞

運動器機能向上加算 225単位/月 ⇒ 廃止（基本報酬に包括化）

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位/月 ⇒ 廃止（栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価）

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位/月 ⇒ 一体的サービス提供加算 480単位/月（新設）
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一体的サービス提供加算

予防専門型通所サービス



○運動器機能向上加算の廃止に伴い、生活機能向上連携加算Ⅱ2（運動器機
能向上加算を算定している場合）を廃止する。

＜現行＞ ＜改定後＞

生活機能向上連携加算Ⅰ   100単位/月 ⇒ 現行通り

生活機能向上連携加算Ⅱ 200単位/月 ⇒ 現行通り

生活機能向上連携加算Ⅱ2 100単位/月 ⇒ 廃止
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生活機能向上連携加算

予防専門型通所サービス

事業所評価加算

＜現行＞ ＜改定後＞

事業所評価加算 120単位/月 ⇒ 廃止



予防専門型通所サービス

〇利用者に対して、その居宅と事業所間の送迎を行
わない場合は、所定単位数から減算する。

＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ １回（片道）につき４７単位を所定単位

数から減算する。（新設）
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送迎未実施減算



予防専門型訪問サービス

○ 事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状 態及び口腔

機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専

門員への情報提供を評価する 新たな加算を設ける。

・ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者

の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員等に対し、当該評価の結果

を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。

＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 口腔連携強化加算 50単位/回（新設）

※1月に1回を限度
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口腔連携強化加算



予防専門型訪問サービス・家事援助限定型訪問サービス

○事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供で ある場合に、

報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
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同一建物減算

減算の内容 算定要件

①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷
地内に所在する 建物に居住する者
（②及び④に該当する場合を除く）

②15％減算
（新設）

上記の建物のうち、当該建物に居住
する利用者の人数が１月あたり50人
以上の場合

③10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物に
居住する者 （当該建物に居住する利
用者の人数が１月あたり20人以上の
場合）

④12%減算
（新設）

正当な理由なく、事業所において、前
６月間に提供 した訪問介護サービス
の提供総数のうち、事業所と同一敷
地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者（②に該当する場
合を除く）に提供されたものの占める
割合が100分の90以上である場合

減算の内容 算定要件

①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷
地内に所在する 建物に居住する者

②10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物に
居住する者 （当該建物に居住する利
用者の人数が１月あたり20 人以上の
場合）

⇒

＜現行＞ ＜改定後＞



総合事業の報酬改定
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詳細については、本市ホームページ内

（事業者向け）介護予防・日常生活支援総合事業について

に掲載する予定です。

市ホームページ 事業者向け情報 → 介護保険サービス事業者関連情報 →
→ 介護保険サービス事業者に関する手続き・申請 → （事業者向け）介護予防・日常生活支援総合事業について

または市のトップページから
18014213 で検索



【重要】
報酬改定に伴うサービスコードの変更
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令和6年4月利用分から、報酬改定後の新たなサービス
コードにより請求を行ってください。

報酬改定後の新たなサービスコード表及びサービスコー
ドマスタは、４月中に本市ホームページ（ﾍﾟｰｼﾞ番号：
18014213）に公開予定としています。ダウンロードして
使用してください。

市ホームページ 事業者向け情報 → 介護保険サービス事業者関連情報 →
→ 介護保険サービス事業者に関する手続き・申請→

→ （事業者向け）介護予防・日常生活支援総合事業について



報酬改定に伴う変更届について
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運営規程の記載について
令和６年度報酬改定に伴う事項において、運営規定
の変更が生じた場合は、本市への変更の届出は不要
です。

ただし、営業時間の変更など、変更届の添付書類に
運営規程を要する届出がある場合は、新しい運営規
程を添付し、届け出てください。
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改正に伴う加算届出の提出について

事業者向け情報から
介護保険サービス事業者関連情
報
＞介護保険サービス事業者に関

する手続き・申請＞「介護給付
費及び介護予防・日常生
活支援総合事業費算定に
係る体制等に関する届出
書の提出について」

今後、令和６年度介護保険制度改正に伴う
届出に必要な様式等を掲載しますので、

必ずご覧ください。
４月算定分は、提出期限は４月１５日（月）必着です。

または市のトップページから
45069250 で検索



要介護認定
事業対象者の特定
サービス計画届出書

高齢介護課
（0798-35-3133・3348）

給付管理
高齢介護課
（0798-35-3048）

事業者指定・加算や減算の届出
法人指導課
（0798-35-3152）

事業者指導
法人指導課
（0798-35-3082）

介護予防・生活支援員養成研修
福祉のまちづくり課
（0798-35-3135）
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問い合わせ先


